
障害者雇用納付金に基づく助成金の見直し 

 

１．健康相談医師の委嘱助成金の対象拡大 

本助成金については、4 級以上の内部障害者等が対象とされているが、中途で視覚障

害者になった場合等には、眼科医の助言が必要になることを踏まえ、本助成金の対象に

視覚障害者を加え、視覚障害者に係る対策の強化を図ることとする。 

 

２．第 2号職場適応援助者助成金に係る資格要件の緩和 

  本助成金の支給状況を踏まえつつ、第 2号職場適応援助者の要件について、 

・ 障害者職業生活相談員の資格取得後の障害者の雇用に関する指導等の業務に就いて

いた期間を、5年以上から 3年以上に、 

・ 重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就業支援に関する業務

を行った期間を、3年以上から 1年以上に 

それぞれ緩和し、本助成金の活用を促進することとする。 

 

３．重度障害者等通勤対策助成金の見直し 

本助成金のうち、住宅の新築等助成金については、現在、対象障害者の世帯又は 1 人

当たりの限度額は設定されているが、事業所単位での上限額は設定されていないことか

ら、1 事業所あたりの上限額を設定し、より多くの事業主が当該助成金を活用できるよ

うにすることとする。 

 

４．重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の見直し 

  本助成金のうち第 1 種については、障害者の雇い入れ数に応じて、1 事業所当たりの

上限額は 1．5億円又は 2億円（特例 3億円又は 4億円）となっているが、1事業主当た

りの上限額を設定し、より多くの事業主が当該助成金を活用できるようにすることとす

る。 

  1法人当たりの上限額については、4億円とする。 

 



５．障害者能力開発助成金の見直し 

（１）第 4 種（グループ就労訓練雇用型及び職場実習型）に係る訓練担当者要件の

緩和 

本助成金の支給状況を踏まえつつ、本助成金に係る訓練担当者の要件について、上記

２と同様の見直しを行う。 

 

（２）第 4種（グループ就労訓練派遣型）の創設 

  派遣労働が 1 つの雇用形態として定着してきている中、新たに本助成金を創設し、労

働者派遣事業を活用したグループ就労訓練を実施することとする。（詳細別紙） 

 

 

 



（参考）
グループ就労訓練に係る助成金（派遣型）の創設 

 
 

（１）趣旨 

派遣労働が1つの雇用形態として定着してきている中、労働者派遣事業を活用したグルー

プ就労訓練を実施する場合に、障害者雇用納付金制度に基づく助成金（障害者能力開発助

成金）を支給し、常用雇用への移行を促進する。 

 

（２）支給要件等 

〔グループ就労訓練（派遣型）による援助の内容〕 

労働者派遣契約に基づき、派遣元事業主より派遣先に派遣されている障害者のグループ

を、派遣先が、派遣先の指揮・命令の下、派遣先の訓練担当者の支援のもと企業内で訓練

させ、雇用率の対象となる労働者への移行を促進することについて助成金を支給する。 
 

〔助成金支給先〕 

   派遣先 
 

〔対象障害者〕 

身体障害者、知的障害者、精神障害者 
 

〔対象ユニット〕 

   １ユニットは３人以上５人以下。 
 

 〔訓練時間・訓練期間〕 

○ グループ就労訓練に係る時間は１人当たり週10時間以上を基準とする。 

   ○ グループ就労訓練に係る期間は１人当たり３ヶ月以上３年以内とする。 

※ 労働者派遣制度においては、一部の業務を除き、派遣受入期間に制限があるため、訓練期間

が当該制限期間を超えてはならない。

 

 

 

〔指導員〕 

   次に掲げるいずれかの者 

・ 障害者職業生活相談員の資格取得後の障害者の雇用に関する指導等の業務に３年以

上就いていた者 

・ 重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就業支援に関する業務

を１年以上行った者 
・ 職場適応援助者養成研修を修了した者 

 

 



 

〔助成金支給対象費用〕 

○ 訓練担当者の配置に要する費用 

○ 訓練担当者の委嘱に要する費用 
 

〔支給額・支給期間〕 

  ◎ 配置の場合 

   ・ 助成率：４／５ 

   ・ 支給限度額：月２５万円 

・ 支給期間：① 当初は２回目の年度末まで 

② その２年度のうちに１名以上公共職業安定所又は職業紹介事業者

（職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第７項に規定する

職業紹介事業者をいう。以下同じ。）を通じていずれかの企業において

雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には継続受給が可能。 

③ ３年度目以降は、1 年度のうちに１名以上雇用率の対象となる労働

者へ移行した場合に、継続受給が可能。 

 

  ◎ 委嘱の場合 

   ・ 助成率：４／５ 

   ・ 支給限度額：委嘱１回につき１万５千円（年間２５０万円を限度） 

   ・ 支給期間：配置の場合と同様。 

 

高障機構
訓練担当者による援助の

実施に係る費用を助成 

事業主等（派遣元） 

企業の訓練担当者 

指導 

訓練担当者の指導の下、訓練 

企業（派遣先） 

民間の派遣会社 

自立支援法の就労継

続支援事業（雇用型）

派遣契約 

派遣 

※ 障害者を労働者派遣契約に基づき派遣先に派遣しようとする場合、一般労働者派遣事業の許

可又は特定労働者派遣事業の届出が必要である。

 

 


